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衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
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に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
と
は
、
各
府
省
等
が
「
規
制
の
設
定
又
は
改
廃
に
係
る
意
見
提
出
手
続
」
（
平

成
十
一
年
三
月
二
十
三
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
実
施
し
た
意
見
提
出
手
続
（
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
は
行
政
手
続
法
（
平

成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
意
見
公
募
手
続
）
及
び
、
例
え
ば
、
各
種
行
政
計
画
の
策
定
の
際
に
各
府
省
等
が
任

意
で
実
施
し
た
意
見
募
集
等
そ
の
他
の
意
見
募
集
を
指
す
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
平
成
十
七
年
度
に
各
府
省
等
で
実
施
し
た
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
の
件
数
は
、
把
握
し
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
千
百
四
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
寄
せ
ら
れ
た

意
見
の
数
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
府
省
等
に
お
い
て
集
計
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
全
体
の
案
件
に
つ
い
て
新

た
に
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
意
見
を
求
め
る
対
象
の
案
と
意
見
の
募
集
期
間
等
を
記
し
た
募

集
要
領
を
作
成
し
、
各
府
省
等
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
政
府
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
る「
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
」

へ
の
掲
載
、
窓
口
で
の
配
布
、
報
道
発
表
等
の
方
法
を
用
い
て
公
表
・
周
知
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
意
見
は
誰
で
も

一



提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
多
様
な
意
見
・
情
報
を
求
め
る
た
め
に
、
専
門
家
や
利
害
関
係
人
に
も
積
極
的
に
案
件
の
周
知
を

図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

案
件
の
公
表
・
周
知
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
等
に
任
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で

実
施
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
の
案
件
に
関
し
、
各
府
省
等
が
ど
の
よ
う
な
対
象
に
ど
の
よ
う
な
周
知
を
行
っ

た
か
、ま
た
、各
府
省
等
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
の
実
施
に
当
た
っ
て
外
部
委
託
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、

新
た
に
網
羅
的
に
調
査
す
る
こ
と
は
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

国
民
の
意
見
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
政
府
が
行
っ
て
い
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
公
聴
会
の
開
催
や
意
見
の
募
集
を

始
め
、
そ
の
態
様
は
様
々
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
政
策
策
定
段
階
か
ら
国
民
の
参
加
を
求
め
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
ボ
ル

ブ
メ
ン
ト
」
」
に
つ
い
て
は
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
国
民
等
の
意
見
・
情
報
を
適
切
に
把
握
す
べ
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
等
の
実

施
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


